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議案第１５号

廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市職員定数条例（昭和６２年条例第３３号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（職員の定数） （職員の定数）

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員を兼職させ、

又は任命権者の協議により併任させた場合におけるその兼職又は併任の職

員は、当該定数の外に置くことができる。

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員を兼職させ、

又は任命権者の協議により併任させた場合におけるその兼職又は併任の職

員は、当該定数の外に置くことができる。

区 分 定 数

１ 市長の事務部局の職員

（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第16条に規

定する所員を含む。）

800人

２ 議会の事務部局の職員 ９人

３ 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 76人

４ 選挙管理委員会の事務部局の職員 ３人

５ 監査委員の事務部局の職員 ５人

６ 農業委員会の事務部局の職員 ３人

７ 消防機関の職員 179人

（削る）

合計 1,075人

区 分 定 数

１ 市長の事務部局の職員

（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第16条に規

定する所員を含む。）

789人

２ 議会の事務部局の職員 ９人

３ 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 76人

４ 選挙管理委員会の事務部局の職員 ３人

５ 監査委員の事務部局の職員 ５人

６ 農業委員会の事務部局の職員 ３人

７ 消防機関の職員 179人

８ 水道事業の職員 26人

合計 1,090人
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議案第１６号

廿日市市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市財政状況の公表に関する条例（昭和３９年条例第１４号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（公表の方法） （公表の方法）

第４条 財政状況の公表は、廿日市市広報への登載又は廿日市市ホームページ

への掲載により行う。

第４条 財政状況の公表は、廿日市市広報に登載してこれを

行う。

２ 財政状況の写し は、その公表の日から６月間、市長の指定した場所に

おいて、その閲覧を請求することができる。

２ 前項の廿日市市広報は、その発行の日から６月間、市長の指定した場所に

おいて、その閲覧を請求することができる。

３ (略) ３ (略)
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議案第１７号

廿日市市公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

〇廿日市市公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和５５年条例第３６号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（処分）

第４条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は

一部を処分することができる。ただし、学校施設の財産処分手続に伴い積み

立てた基金については、学校施設整備に要する経費に充てる場合に限り処分

することができる。

（処分）

第４条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部又は

一部を処分することができる。
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議案第１８号

廿日市市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市墓地設置及び管理条例（昭和３７年条例第１１号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

廿日市市墓地等設置及び管理条例 廿日市市墓地設置及び管理条例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、廿日市市墓地及び納骨堂（以下「墓地等」という。）の

設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、廿日市市墓地 の

設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

（設置及び名称） （設置及び名称）

第２条 本市に墓地等を設置し、その名称及び位置は、別表第１のとおりとす

る。

第２条 本市に墓地 を設置し、その名称及び位置は、別表第１のとおりとす

る。

（使用の目的） （使用の目的）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ （略） ２ (略)

３ 納骨堂は、焼骨の収蔵の用に供する目的以外に使用することはできない。 （新設）

（使用許可） （使用許可）

第５条 墓所、樹木葬墓及び合葬墓並びに納骨堂（以下「墓所等」という。）

を使用しようとする者は、市長の許可（以下「使用許可」という。）を受け

なければならない。

第５条 墓所、樹木葬墓及び合葬墓 （以下「墓所等」という。）

を使用しようとする者は、市長の許可（以下「使用許可」という。）を受け

なければならない。

２ 市長は、使用許可に墓地等の管理上必要な条件を付することができる。 ２ 市長は、使用許可に墓地 の管理上必要な条件を付することができる。

（使用期間） （使用期間）

第６条 墓所等の使用許可の期間（以下「使用期間」という。）は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

第６条 墓所等の使用許可の期間（以下「使用期間」という。）は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 納骨堂 ５年 （新設）

２ 前項第２号及び第４号に掲げる施設については、あらかじめ市長の許可

（以下「更新許可」という。）を受けて、使用期間を更新することができる。

２ 前項第２号 に掲げる施設については、あらかじめ市長の許可

（以下「更新許可」という。）を受けて、使用期間を更新することができる。

３ 第１項第４号に掲げる施設に係る使用期間の更新は、使用期間を通算して

20年を超えることができない。

（新設）

（使用許可を受けることができる者） （使用許可を受けることができる者）

第７条 墓所等の使用許可を受けることができる者は、使用許可の申請時にお 第７条 墓所等の使用許可を受けることができる者は、使用許可の申請時にお
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改正後 改正前

いて次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。 いて次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(１) 本市に住所を有する者であること。ただし、死亡時に本市に住所を有

した者の焼骨を埋蔵し、又は収蔵しようとする者は、この限りでない。

(１) 本市に住所を有する者であること。ただし、死亡時に本市に住所を有

した者の焼骨を埋蔵 しようとする者は、この限りでない。

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略）

(５) 墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂の使用許可を受ける場合において、

生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けていないこと。

(５) 墓所又は樹木葬墓 の使用許可を受ける場合において、

生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けていないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けるこ

とができる者は、使用許可の申請時において次に掲げる要件を満たしている

者でなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けるこ

とができる者は、使用許可の申請時において次に掲げる要件を満たしている

者でなければならない。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 現に墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂を使用していないこと。 (３) 現に墓所又は樹木葬墓 を使用していないこと。

３ （略） ３ （略）

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等）

第９条 市長は、墓所等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該使用者に係る使用許可を取り消すことができる。

第９条 市長は、墓所等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該使用者に係る使用許可を取り消すことができる。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂の使用者が死亡した日から２年を

経過しても使用権の承継をする者がいないとき。

(４) 墓所又は樹木葬墓 の使用者が死亡した日から２年を

経過しても使用権の承継をする者がいないとき。

(５)・(６) （略） (５)・(６) （略）

２ (略) ２ (略)

（使用地の変更） （使用地の変更）

第10条 市の公共事業等のため又は墓地等の管理上必要と認めたときは、使用

者に対して６月以前に予告し、使用地の全部又は一部について変更を命ずる

ことができる。

第10条 市の公共事業等のため又は墓地 の管理上必要と認めたときは、使用

者に対して６月以前に予告し、使用地の全部又は一部について変更を命ずる

ことができる。

２ 前項の変更を命じたときは、これに相当する他の墓所等（次項において「代

替墓地等」という。）を代替として使用させることができる。

２ 前項の変更を命じたときは、これに相当する他の墓所等（以下「代替墓地

」という。）を代替として使用させることができる。

３ 前項の代替墓地等がないときであつても、当該使用地はこれを返還しなけ

ればならない。

３ 前項の代替墓地 がないときであつても、当該使用地はこれを返還しなけ

ればならない。

（住所又は氏名変更の届出） （住所又は氏名変更の届出）

第13条 墓所、樹木葬墓若しくは合葬墓（生前申込みによる場合に限る。）又 第13条 墓所、樹木葬墓又は合葬墓 （生前申込みによる場合に限る。）
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改正後 改正前

は納骨堂の使用者がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに市長に届

け出なければならない。

の使用者がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに市長に届

け出なければならない。

（使用権の承継） （使用権の承継）

第15条 墓所及び樹木葬墓並びに納骨堂の使用権は、使用者が死亡した場合そ

の他必要があると認められる場合は、当該使用者に代わつて祭祀を主宰する

者が、市長の許可を得て承継することができる。

第15条 墓所及び樹木葬墓 の使用権は、使用者が死亡した場合そ

の他必要があると認められる場合は、当該使用者に代わつて祭祀を主宰する

者が、市長の許可を得て承継することができる。

（使用料等の還付等） （使用料等の還付等）

（使用料） （使用料）

第16条 榎之窪墓地、金剛寺墓地、阿品墓地、峰高墓地、称言寺墓苑、霊峯墓

苑、第二霊峯墓苑、第三霊峯墓苑、第三霊峯納骨堂、浄郷墓苑及び八坂墓苑

の使用者は、別表第２に定める額の使用料を使用許可又は更新許可を受けた

際に支払わなければならない。

第16条 榎之窪墓地、金剛寺墓地、阿品墓地、峰高墓地、称言寺墓苑、霊峯墓

苑、第二霊峯墓苑、第三霊峯墓苑 、浄郷墓苑及び八坂墓苑

の使用者は、別表第２に定める額の使用料を使用許可又は更新許可を受けた

際に支払わなければならない。

第19条 既納の使用料及び管理料（以下この条において「既納使用料等」とい

う。）は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、

既納使用料等の全部又は一部を還付することができる。

第19条 既納の使用料及び管理料（以下 「既納使用料等」とい

う。）は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、

既納使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

（無縁墳墓等の改葬） （無縁墳墓等の改葬）

第20条 市長は、第９条第１項第３号及び第４号の規定により墓所若しくは樹

木葬墓若しくは納骨堂の使用許可を取り消したとき又は納骨堂の使用者が

更新許可を受けず第12条の規定により当該納骨堂を返還したときは、墳墓に

埋葬された死体若しくは埋蔵された焼骨又は納骨堂に収蔵された焼骨を一

定の場所に改葬することができる。

第20条 市長は、第９条第１項第３号及び第４号の規定により墓所又は樹木葬

墓 の使用許可を取り消したとき

は、墳墓に

埋葬された死体又は埋蔵 された焼骨 を一

定の場所に改葬することができる。

２ （略） ２ （略）

（補償及び補修） （補償及び補修）

第21条 使用者が、その責めに帰する事由により墓地等の施設及び隣地に損害

を与えた場合には、使用者はその負担により、補償又は補修をしなければな

らない。

第21条 使用者が、その責めに帰する事由により墓地 の施設及び隣地に損害

を与えた場合には、使用者はその負担により、補償又は補修をしなければな

らない。

２ （略） ２ （略）

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第22条 墓地等の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第 第22条 墓地 の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第
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改正後 改正前

３項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。

３項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。

（指定管理者の指定） （指定管理者の指定）

第24条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によ

つて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る墓地等の指定管理者の候

補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとす

る。

第24条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によ

つて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る墓地 の指定管理者の候

補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとす

る。

(１) 事業計画書の内容が、墓地等の使用者の平等な使用を確保できるもの

であること。

(１) 事業計画書の内容が、墓地 の使用者の平等な使用を確保できるもの

であること。

(２) 事業計画書の内容が、墓地等の効用を最大限に発揮させるとともに、

その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(２) 事業計画書の内容が、墓地 の効用を最大限に発揮させるとともに、

その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(３) （略） (３) （略）

(４) 前３号に掲げるもののほか、墓地等の設置の目的を達成するために十

分な能力を有しているものであること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、墓地 の設置の目的を達成するために十

分な能力を有しているものであること。

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務）

第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(１) 墓地等の維持管理に関する業務 (１) 墓地 の維持管理に関する業務

(２) 樹木葬墓及び合葬墓への焼骨の埋蔵、納骨堂への焼骨の収蔵等に関す

る業務

(２) 樹木葬墓及び合葬墓への焼骨の埋蔵等 に関す

る業務

(３) 前２号に掲げるもののほか、墓地等の運営に関して市長が必要と認め

る業務

(３) 前２号に掲げるもののほか、墓地 の運営に関して市長が必要と認め

る業務

（業務報告の聴取等） （業務報告の聴取等）

第27条 市長は、墓地等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期

に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に

ついて調査し、又は必要な指示をすることができる。

第27条 市長は、墓地 の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期

に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に

ついて調査し、又は必要な指示をすることができる。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名称 位置

（略）

第三霊峯墓苑 廿日市市宮内3995番地

第三霊峯納骨堂 廿日市市宮内4003番地

名称 位置

（略）

第三霊峯墓苑 廿日市市宮内3995番地

（新設）
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改正後 改正前

別表第２（第16条関係） 別表第２（第16条関係）

浄郷墓苑 廿日市市大野1288番地12

（略）

浄郷墓苑 廿日市市大野1288番地12

（略）

区分 単位 使用料

（略）

納骨堂 １体につき ５年間 10,000円

区分 単位 使用料

（略）

（新設）
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議案第１９号

廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市印鑑条例（昭和４９年条例第１８号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（個人番号カード等の利用に係る特例） （個人番号カード の利用に係る特例）

第17条 第15条の規定にかかわらず、登録者は、 個人番号カード（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいい、自己に係

る個人番号カード用利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団

体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号。以下

「公的個人認証法」という。）第22条第１項に規定する個人番号カード用利

用者証明用電子証明書をいう。）が記録されているものに限る。次条におい

て同じ。）又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第1

2条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備をいい、自己に係る移動端

末設備用利用者証明用電子証明書（公的個人認証法第35条の２第１項に規定

する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。）が記録された電磁的

記録媒体が組み込まれているものに限る。次条において同じ。）を利用して、

多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利

用者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有す

るものをいう。次項において同じ。）を介して印鑑登録証明書の交付を市長

に申請することができる。

第17条 第15条の規定にかかわらず、登録者は、自らの個人番号カード（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいい、電子署名

等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14

年法律第153号）

第22条第１項に規定する利用者証明用電子証

明書 が記録されているものに限る。次条におい

て同じ。）

を利用して、

多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利

用者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有す

るものをいう。次項において同じ。）を介して印鑑登録証明書の交付を市長

に申請することができる。

２ （略） ２ （略）

（印鑑登録証明書の交付申請の不受理） （印鑑登録証明書の交付申請の不受理）

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の

交付の申請を受理しないものとする。

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の

交付の申請を受理しないものとする。

(１) （略） (１) （略）

(２) 前条の場合において、個人番号カードの記録又は移動端末設備に組み

込まれた電磁的記録媒体の記録の識別が困難であるとき。

(２) 前条の場合において、個人番号カードのカード記録事項が滅失し

識別が困難であるとき。

(３)～(５) （略） (３)～(５) （略）

－ 27 －





議案第２０号

廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市国民健康保険条例（昭和３５年条例第１７号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（出産育児一時金） （出産育児一時金）

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対

し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が必要が

あると認めるときは、規則で定めるところにより、これに１万2,000円を上

限として加算するものとする。

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対

し、出産育児一時金として40万8,000円を支給する。ただし、市長が必要が

あると認めるときは、規則で定めるところにより、これに１万2,000円を上

限として加算するものとする。

２ （略） ２ （略）
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議案第２１号

廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２２号）【第１条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（安全計画の策定等）

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、

放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の

安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課

後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指

導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関

する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策

定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知すると

ともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について

周知しなければならない。

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利

用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握するこ

とができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

（新設）

（新設）

（業務継続計画の策定等）

第12条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごと

に、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければなら

ない。

（新設）
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改正後 改正前

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必

要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

（衛生管理等） （衛生管理等）

第13条 （略） 第13条 （略）

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症

又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、職員に対し、感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症

又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。

３ (略) ３ (略)
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○廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２３号）【第２条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（安全計画の策定等）

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家

庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、

利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所

等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓

練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画（以

下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必

要な措置を講じなければならない。

（新設）

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周

知しなければならない。

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等

のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、

利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に

把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければなら

ない。

（新設）

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の

送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより

一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用

の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ない

と認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザ

ーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用い

て前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなけれ

ばならない。

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準）

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するとき

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準）

第10条 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するとき
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改正後 改正前

は、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業

所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及

び職員に兼ねることができる。

は 、必要に応じ当該家庭的保育事業

所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及

び職員に兼ねることができる。ただし、保育室及び各事業所に特有の設備並

びに利用乳幼児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。

第13条 削除

（懲戒に係る権限の濫用禁止）

第13条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し法第４７条第３項の規定に

より懲戒に関し当該利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るときは、身

体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

（衛生管理等） （衛生管理等）

第14条 （略） 第14条 （略）

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等における感染症又は食中毒の

発生又はまん延を防止するため、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等における感染症又は食中毒の

発生又はまん延を防止するため、必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。
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○廿日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２４号）【第３条関係】（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（懲戒に係る権限の濫用禁止）

第26条 削除 第26条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以

下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第47条第３項の規定により懲戒に関

しその教育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、

身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
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議案第２２号

廿日市市保育園条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市保育園条例（昭和６３年条例第１８号）【第１条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（入園資格） （入園資格）

第４条 保育園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。 第４条 保育園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。

(１) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「支援法」という。）

第19条第２号 に規定する小学校就学前子ども

(１) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「支援法」という。）

第19条第１項第２号に規定する小学校就学前子ども

(２) 支援法第19条第３号 に規定する小学校就学前子ども (２) 支援法第19条第１項第３号に規定する小学校就学前子ども

(３) 支援法第19条第１号 に規定する小学校就学前子どもであって、

市長が地域における教育（支援法第７条第２項に規定する教育をいう。）

の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必

要があると認めるもの

(３) 支援法第19条第１項第１号に規定する小学校就学前子どもであって、

市長が地域における教育（支援法第７条第２項に規定する教育をいう。）

の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必

要があると認めるもの

(４) （略） (４) （略）
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○廿日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２４号）【第２条関係】

（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

第４条 （略） 第４条 （略）

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応

じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるも

のとする。ただし、法第19条第３号 に掲げる小学校就学前子どもの区

分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小学

校就学前子どもに区分して定めるものとする。

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応

じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるも

のとする。ただし、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区

分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以上の小学

校就学前子どもに区分して定めるものとする。

(１) 認定こども園 法第19条各号 に掲げる小学校就学前子どもの

区分

(１) 認定こども園 法第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの

区分

(２) 幼稚園 法第19条第１号 に掲げる小学校就学前子どもの区分 (２) 幼稚園 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(３) 保育所 法第19条第２号 に掲げる小学校就学前子どもの区分

及び同条第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(３) 保育所 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分

及び同項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１号 に掲げる小学校就

学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定

教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定

教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第２号又は第３号 に掲げ

る小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条

第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合において

は、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１項第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項

第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合において

は、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。
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４・５ （略） ４・５（略）

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力）

第７条 （略） 第７条 （略）

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、法第19条第２号又は第３号 に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利

用について児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により市町村が行う調整及び要請に

対し、できる限り協力しなければならない。

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、法第19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利

用について児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定により市町村が行う調整及び要請に

対し、できる限り協力しなければならない。

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認）

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保

育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定

による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子

どもの該当する法第19条各号 に掲げる小学校就学前子どもの区分、教

育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量（法第20条第３項に規定する保

育必要量をいう。）等を確認するものとする。

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保

育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定

による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子

どもの該当する法第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教

育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量（法第20条第３項に規定する保

育必要量をいう。）等を確認するものとする。

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第13条 （略） 第13条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を

教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を

教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

(１)・（２） （略） (１)・（２） （略）

(３) （略） (３) （略）

ア （略） ア （略）

(ア) 法第19条第１号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども ７万7,101円

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども ７万7,101円

(イ) 法第19条第２号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。
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イ（イ）において同じ。） ５万7,700円（令第４条第２項第６号に

規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、７万7,101円）

イ（イ）において同じ。） ５万7,700円（令第４条第２項第６号に

規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、７万7,101円）

イ （略） イ （略）

(ア) 法第19条第１号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者

(イ) 法第19条第２号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者

ウ （略） ウ （略）

(４)・（５）（略） (４)・（５）（略）

５・６ （略） ５・６ （略）

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針）

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それ

ぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に

応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それ

ぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に

応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

(１)・（２） （略） (１)・（２） （略）

(３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和22年法律第26号）第25

条第１項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他

の教育内容に関する事項をいう。）

(３) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和22年法律第26号）第25

条 の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他

の教育内容に関する事項をいう。）

(４) （略） (４) （略）

２ （略） ２ （略）

（運営規程） （運営規程）

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に

関する規程（第23条において「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に

関する規程（第23条において「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。

(１)～(３) (略) (１)～(３) (略)

(４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19条第１号 に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学

(４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学
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期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定教育・保育

の提供を行わない日

期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定教育・保育

の提供を行わない日

(５)～(11) （略） (５)～(11) (略)

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）が

法第19条第１号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１項第３

号に規定する基準を遵守しなければならない。

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）が

法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１項第３

号に規定する基準を遵守しなければならない。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る法第19条第１号 に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法

第19条第２号 に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を

超えないものとする。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法

第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を

超えないものとする。

３ （略） ３ （略）

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準）

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）が

法第19条第２号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第１項第

２号に規定する基準を遵守しなければならない。

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）が

法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第１項第

２号に規定する基準を遵守しなければならない。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る法第19条第２号 に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法

第19条第１号 に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を

超えないものとする。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法

第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数を

超えないものとする。

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第２項を

除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利用の申

込みに係る法第19条第１号 に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第２項を

除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利用の申

込みに係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは
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「利用の申込みに係る法第19条第２号 に掲げる小学校就学前子ども」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分」と、第

13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ）

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用教育を受ける者を除く。）」とする。

「利用の申込みに係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分」とあるのは「同項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分」と、第

13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ）

中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用教育を受ける者を除く。）」とする。

第37条 （略） 第37条 （略）

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育

の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業

所」という。）ごとに、法第19条第３号 に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）第42条の

規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育す

るため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該

小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあ

っては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに

規定する共済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同

号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子ど

もとする。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第３号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に

満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分し

て定めるものとする。

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育

の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育事業

所」という。）ごとに、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号）第42条の

規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育す

るため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該

小学校就学前子ども（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあ

っては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに

規定する共済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同

号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子ど

もとする。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第１項

第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に

満たない小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分し

て定めるものとする。

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等）

第39条 （略） 第39条 （略）

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第３号 に掲

げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第１項第３号に掲

げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満
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３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この

章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教

育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するものとする。

３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この

章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教

育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するものとする。

３・４ （略） ３・４ （略）

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準）

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１号 に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を

提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を

遵守しなければならない。

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を

提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を

遵守しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１号 に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定

により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる法第19条第２号 に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定

により定められた利用定員の総数を超えないものとする。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定

により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定

により定められた利用定員の総数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給付費をい

う。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、この章（第

40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及

び第13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含

む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第

39条第２項中「利用の申込みに係る法第19条第３号 に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第１号に 掲げ

る小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「法第1

9条第１号又は第３号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給付費をい

う。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、この章（第

40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及

び第13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含

む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第

39条第２項中「利用の申込みに係る法第19条第１項第３号に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは「法第1

9条第１項第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

－ 43 －



改正後 改正前

保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを

含む。）」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育

認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受け

た順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理

念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

別利用地域型保育の対象となる法第19条第１号に 掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者を除く。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４

項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」と、同条第５項中「前各号」とあるのは「前３項」とする。

保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを

含む。）」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育

認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受け

た順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理

念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

別利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者を除く。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４

項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」と、同条第５項中「前各号」とあるのは「前３項」とする。

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準）

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第２号 に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を

提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を

遵守しなければならない。

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を

提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基準を

遵守しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第２号 に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第

19条第１号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定

員の総数を超えないものとする。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第

19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定

員の総数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供 ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

－ 44 －



改正後 改正前

する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を

適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる

法第19条第２号 に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育

給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保

育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項

第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第13条第４項

第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。

する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を

適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる

法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育

給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保

育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項

第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第13条第４項

第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。
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○子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例（平成２７年条例第２号）【第３条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」

という。)第82条の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとす

る。

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」

という。)第87条の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとす

る。
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議案第２３号

廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例（平成２４年条例第３２号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（公園施設の建築面積の基準） （公園施設の建築面積の基準）

第４条 公園施設の建築面積について法第４条第１項本文の条例で定める割

合は、100分の５とする。

第４条 公園施設の建築面積について法第４条第１項本文の条例で定める割

合は、100分の２とする。

（公園施設の建築面積の基準の特例） （公園施設の建築面積の基準の特例）

第５条 (略) 第５条 (略)

２ 公園施設の建築面積の基準の特例について政令第６条第６項に掲げる場

合に関する法第５条の９第１項の規定により読み替えて適用する法第４条

第１項ただし書の条例で定める範囲は、政令第６条第６項に規定する建築物

に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認

められる建築面積を超えることができる。

(新設)

３ 公園施設の建築面積の基準の特例について政令第６条第１項第４号に掲

げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規

定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の２を限度として前条又

は前２項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

２ 公園施設の建築面積の基準の特例について政令第６条第１項第４号に掲

げる場合に関する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規

定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の２を限度として前条又

は前項 の規定により認められる建築面積を超えることができる。
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議案第２４号

廿日市市小規模下水道条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市小規模下水道条例（昭和５２年条例第４３号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

名称 主たる処理施設の位置 処理区域

(略)

宮島口西団地下水

道

廿日市市宮島口西二丁目10番8号 市長が告示する区域

名称 主たる処理施設の位置 処理区域

(略)

(新設)
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議案第２５号

都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

〇都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例（平成２０年条例第３号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（開発行為の許可の対象として指定する区域） （開発行為の許可の対象として指定する区域）

第２条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、次の各号

のいずれにも該当する 区域（政令第29条の９各号に

掲げる区域（市長が別に定める区域を除く。以下同じ。）を除く。）とする。

第２条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、次の各号

に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める区域（政令第29条の９各号に

掲げる区域（市長が別に定める区域を除く。以下同じ。）を除く。）とする。

(１) 次のア及びイに掲げる用途の区分に応じた区域内の区域のうち、市長

が指定する区域（規則で定める区域を除く。）

ア 次条第１号から第４号までに規定する用途 次のいずれにも該当す

る区域

(ア) 市街化区域との境界から１キロメートルまでの区域

(イ) おおむね50以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）

が敷地相互間の距離でおおむね50メートル以内の間隔で連たんする

区域（その区域内の建築物の敷地からの距離がおおむね50メートル

以内に位置する土地を含む。）

イ 次条第５号に規定する用途 ア(ア)及び(イ）のいずれにも該当し、

かつ、次のいずれかに該当する区域

(ア) 法第９条第３項から第７項まで及び第９項から第11項までに規

定する用途地域の境界から100メートルまでの区域

(イ) 幅員12メートル以上の道路（建築基準法（昭和25年法律第201号）

第42条第１項に規定する道路をいう。以下同じ。）又は農道等（建

築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の３第４項第

２号に規定する農道その他これに類する公共の用に供する道をいう。

以下同じ。）の境界から50メートルまでの区域

(１) 次条第１号から第４号までに規定する用途 次のいずれにも該当す

る区域

ア 市街化区域との境界から１キロメートルまでの区域内であって、規

則で定める区域

イ ７ヘクタールの範囲内において敷地相互間の隣接間隔が50メートル

以内に位置する建築物が50以上連たんする区域

ウ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項に規定する道路（以

下「道路」という。）又は建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第4

0号）第10条の３第４項第２号に規定する農道その他これに類する公共

の用に供する道（以下「農道等」という。）に接する区域（開発行為

をしようとする者が既存の道路又は農道等に接続する新たな道路を設

置する場合における当該新たな道路に接する区域を含む。）

(２) 道路又は農道等に接する区域（開発行為をしようとする者が既存の道

路又は農道等に接続する新たな道路を設置する場合における当該新たな

道路に接する区域を含む。）

(２) 次条第５号に規定する用途 前号アからウまでのいずれにも該当し、

かつ、次のいずれかに該当する区域

ア 法第９条第３項から第７項まで及び第９項から第11項までに規定す

る用途地域の境界から100メートルまでの区域

イ 幅員12メートル以上の道路又は農道等の境界から50メートルまでの

区域

２ 市長は、前項第１号に規定する区域を指定したときは、規則で定めるとこ （新設）
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改正後 改正前

ろにより、その旨及びその区域を告示するものとする。

３ 前項の規定は、指定した区域の変更又は廃止について準用する。 （新設）
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議案第３８号

過疎地域持続的発展計画の変更について 新旧対照表

○過疎地域持続的発展計画（令和３年９月） （下線の部分は改正部分）

変更後 変更前

３ 産業の振興

(3) 計画（令和３年度～令和７年度）

３ 産業の振興

(3) 計画（令和３年度～令和７年度）

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事業内容 事業主体 備考

２ 産 業

の 振 興

(１)基盤整備

農業 農道水路維持管理事業 廿日市市

農業振興事業

（中央水路の整備）

廿日市市

林業 林道整備事業

大向長者原線

小川線

魚切線

頓原迫谷線

悪谷線

玖島川末線

太田川林業基幹線

焼山３号線

下山線

廿日市市

林道維持管理事業 廿日市市

造林保育事業 廿日市市

水産業 漁船巻揚施設維持管理事業 廿日市市

(４)地場産業の

振興

加工施設 木材利用促進事業 廿日市市

(５)企業誘致 中山間地域振興事業

（屋上防水改修ほか）

廿日市市

(９)観光又はレ

クリエーショ

ン

観光おもてなし向上事業

（観光サインの整備）

廿日市市

スパ羅漢管理事業

（屋上防水改修ほか）

廿日市市

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事業内容 事業主体 備考

２ 産 業

の 振 興

(１)基盤整備

農業 農道水路維持管理事業 廿日市市

農業振興事業

（中央水路の整備）

廿日市市

林業 林道整備事業

大向長者原線

小川線

魚切線

頓原迫谷線

悪谷線

玖島川末線

太田川林業基幹線

（新設）

（新設）

廿日市市

林道維持管理事業 廿日市市

造林保育事業 廿日市市

水産業 漁船巻揚施設維持管理事業 廿日市市

(４)地場産業の

振興

加工施設 木材利用促進事業 廿日市市

(５)企業誘致 中山間地域振興事業

（屋上防水改修ほか）

廿日市市

(９)観光又はレ

クリエーショ

ン

観光おもてなし向上事業

（観光サインの整備）

廿日市市

スパ羅漢管理事業

（屋上防水改修ほか）

廿日市市
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変更後 変更前

岩倉ファームパーク管理事業 廿日市市

公園維持管理事業

（宮島公衆トイレ改修）

廿日市市

(広島県)

(10)過疎地域持

続的発展特別

事業

第1次産業 担い手経営基盤強化事業

担い手への研修や経営基盤強

化支援等を行い、担い手の育成を

図る。

また、産地や地域を担っていく

新規就農者を育成・確保する。

廿日市市

地産地消推進事業

農産物生産者と実需者をつな

ぎ、地元農産物に新たな付加価値

を持たせ、地産地消を推進すると

ともに、消費者に市産品をＰＲ

し、地産地消の機運を醸成する。

また、捕獲鳥獣の資源化を図る。

廿日市市

農地保全対策事業

ＩＣＴによる地域農業・農地保

全調査や、農地保全対策事業補助

金、農作業受託組織等体制整備支

援事業補助金を交付する。

廿日市市

林業人材育成事業

森林の仕事ガイダンスへの出

展や林業従事者へのパンフレッ

ト作成、林業関係機械購入への補

助を行う。

廿日市市

有害鳥獣被害対策事業

野生鳥獣による農作物や人身

等への被害の軽減を図る。

廿日市市

岩倉ファームパーク管理事業 廿日市市

公園維持管理事業

（宮島公衆トイレ改修）

廿日市市

(広島県)

(10)過疎地域持

続的発展特別

事業

第1次産業 担い手経営基盤強化事業

担い手への研修や経営基盤強

化支援等を行い、担い手の育成を

図る。

また、産地や地域を担っていく

新規就農者を育成・確保する。

廿日市市

地産地消推進事業

農産物生産者と実需者をつな

ぎ、地元農産物に新たな付加価値

を持たせ、地産地消を推進すると

ともに、消費者に市産品をＰＲ

し、地産地消の機運を醸成する。

また、捕獲鳥獣の資源化を図る。

廿日市市

農地保全対策事業

ＩＣＴによる地域農業・農地保

全調査や、農地保全対策事業補助

金、農作業受託組織等体制整備支

援事業補助金を交付する。

廿日市市

林業人材育成事業

森林の仕事ガイダンスへの出

展や林業従事者へのパンフレッ

ト作成、林業関係機械購入への補

助を行う。

廿日市市

有害鳥獣被害対策事業

野生鳥獣による農作物や人身

等への被害の軽減を図る。

廿日市市

－ 114 －



変更後 変更前

水産業振興事業

内水面漁業振興対策事業補助

金、内水面遊漁対策事業補助金を

交付する。

廿日市市

商工業・６次産

業化

伝統産業振興事業

後継者育成のための講座開催、

伝統工芸品の普及や技術継承、販

路開拓の支援などを行う。

廿日市市

観光 観光おもてなし向上事業

宮島島内における観光客の受

け入れ環境の充実を図る。

廿日市市

観光誘客強化事業

関係団体と連携し、既存の観光

資源のブラッシュアップを図る

とともに、新たなコンテンツを掘

り起こし、情報発信を行う。

廿日市市

観光資源ネットワーク化事業

交流促進のための受入れ環境

の整備や観光資源のネットワー

ク化など、関係団体と連携し、合

同ＰＲ等を行う。

廿日市市

受入環境整備対策事業

交通系キャッシュレス決済の

導入等を支援する。

廿日市市

企業誘致 中山間地域振興事業

サテライトオフィスの誘致等

を行う。

廿日市市

(11)その他 港湾施設整備負担金 廿日市市

(広島県)

港湾施設維持管理事業 廿日市市

水産業振興事業

内水面漁業振興対策事業補助

金、内水面遊漁対策事業補助金を

交付する。

廿日市市

商工業・６次産

業化

伝統産業振興事業

後継者育成のための講座開催、

伝統工芸品の普及や技術継承、販

路開拓の支援などを行う。

廿日市市

観光 観光おもてなし向上事業

宮島島内における観光客の受

け入れ環境の充実を図る。

廿日市市

観光誘客強化事業

関係団体と連携し、既存の観光

資源のブラッシュアップを図る

とともに、新たなコンテンツを掘

り起こし、情報発信を行う。

廿日市市

観光資源ネットワーク化事業

交流促進のための受入れ環境

の整備や観光資源のネットワー

ク化など、関係団体と連携し、合

同ＰＲ等を行う。

廿日市市

受入環境整備対策事業

交通系キャッシュレス決済の

導入等を支援する。

廿日市市

企業誘致 中山間地域振興事業

サテライトオフィスの誘致等

を行う。

廿日市市

(11)その他 港湾施設整備負担金 廿日市市

(広島県)

（新設） （新設）
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変更後 変更前

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

(2) その対策

ア 子育て支援

○ （略）

○ （略）

○ （略）

○ （略）

○ （略）

○ 宮島地域の子育てニーズに対応するため、既存の市立幼稚園を改修

し、認定こども園を整備します。

イ・ウ （略）

(3) 計画（令和３年度～令和７年度）

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

(2) その対策

ア 子育て支援

○ （略）

○ （略）

○ （略）

○ （略）

○ （略）

（新設）

イ・ウ （略）

(3) 計画（令和３年度～令和７年度）

宮島商工会館管理運営事業 廿日市市

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事業内容 事業主体 備考

6 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進

(2)認定こども

園

保育園整備事業 廿日市市

(3)高齢者福祉

施設

その他 福祉センター管理運営事業 廿日市市

(8)過疎地域持

続的発展特別

事業

高齢者・障害

者福祉

吉和地域高齢者施設助成事業

ひとり暮らし高齢者や高齢者

世帯の方が、地域で安心して暮ら

せる施設（泊まりのできる施設）

の運営を助成する。

廿日市市

吉和地域高齢者福祉助成事業

住み慣れた地域で安心して暮

らし続けるために必要な介護サ

ービスを実施する社会福祉法人

等に対して補助金を交付する。

廿日市市

（新設） （新設）

持続的発展

施策区分

事業名

（施設名）
事業内容 事業主体 備考

6 子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健及び福

祉の向上

及び増進

（新設） （新設） （新設）

(3)高齢者福祉

施設

その他 福祉センター管理運営事業 廿日市市

(8)過疎地域持

続的発展特別

事業

高齢者・障害

者福祉

吉和地域高齢者施設助成事業

ひとり暮らし高齢者や高齢者世

帯の方が、地域で安心して暮らせ

る施設（泊まりのできる施設）の

運営を助成する。

廿日市市

吉和地域高齢者福祉助成事業

住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けるために必要な介護サービ

スを実施する社会福祉法人等に対

して補助金を交付する。

廿日市市
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変更後 変更前

過疎地域等介護人材確保・定

着支援事業

介護サービス事業所等で、一定

条件のもと勤務する介護職など

に支援金や転居に必要な経費の

一部を補助する。

廿日市市

健康づくり 健康増進事業

ライフステージに応じた各種

健診の実施や地域ぐるみの健康

活動の推進を図る。

廿日市市

過疎地域等介護人材確保・定

着支援事業

介護サービス事業所等で、一定

条件のもと勤務する介護職などに

支援金や転居に必要な経費の一部

を補助する。

廿日市市

健康づくり 健康増進事業

ライフステージに応じた各種健

診の実施や地域ぐるみの健康活動

の推進を図る。

廿日市市

－ 117 －





議案第４０号

○広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約（平成２８年４月１日施行） （下線の部分は改正部分）

広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更に関する協議について案新旧対照表

改正後 改正前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

区分 取組 内容 甲（連携中枢都

市（広島市））

の役割

乙（連携市町）

の役割

（略）

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

(１) 生活機能の強化
地域医療提

供体制の確

保

圏域内住民

が地域で安心

して生活を営

めるよう、圏域

内における効

果的・効率的な

救急医療体制

づくりなど、地

域 医 療 の 充

実・強化に取り

組む。

効果的・効率

的な救急医療

体制づくりな

どに主体的に

取り組む。

効果的・効率

的な救急医療

体制づくりな

どに甲と協力

して取り組む。

地域包括ケ

アの推進

圏域内の高

齢者が、可能な

限り、住み慣れ

た地域で自立

した日常生活

を営めるよう、

ケアマネジメ

ントの質向上

など、地域包括

ケアの推進に

取り組む。

ケアマネジ

メントの質向

上などに主体

的に取り組む。

ケアマネジ

メントの質向

上などに甲と

協力して取り

組む。

（略）

区分 取組 内容 甲（連携中枢都

市（広島市））

の役割

乙（連携市町）

の役割

（略）

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

(１) 生活機能の強化

地域医療提

供体制の確

保

圏域内住民

が地域で安心

して生活を営

めるよう、圏域

内における効

果的・効率的な

救急医療体制

づくりなど、地

域 医 療 の 充

実・強化に取り

組む。

効果的・効率

的な救急医療

体制づくりな

どに主体的に

取り組む。

効果的・効率

的な救急医療

体制づくりな

どに甲と協力

して取り組む。

（新設）

（略）
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